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平成２８年第３回吉岡町議会定例会会議録第４号

平成２８年９月１５日（木曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第４号

平成２８年９月１５日（木曜日）午前９時３０分開議

日程第 １ 議案訂正について（議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２号））

日程第 ２ 委員会議案審査報告（総務・文教厚生・産業建設 ３常任委員長報告）

（委員長報告・報告に対する質疑）

日程第 ３ 議案第３５号 吉岡町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ４ 議案第３６号 吉岡町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ５ 議案第３７号 吉岡町農業委員候補者選考委員会設置条例

（討論・表決）

日程第 ６ 委員会議案審査報告（予算決算常任委員長報告）

（委員長報告・報告に対する質疑）

日程第 ７ 認定第 １号 平成２７年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ８ 認定第 ２号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ９ 認定第 ３号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第１０ 認定第 ４号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（討論・表決）

日程第１１ 認定第 ５号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（討論・表決）

日程第１２ 認定第 ６号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について

（討論・表決）

日程第１３ 認定第 ７号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
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（討論・表決）

日程第１４ 認定第 ８号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

（討論・表決）

日程第１５ 認定第 ９号 平成２７年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定について

（討論・表決）

日程第１６ 議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第１７ 議案第３９号 平成２８年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１８ 議案第４０号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第１９ 議案第４１号 平成２８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第２０ 議案第４２号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２１ 議案第４３号 平成２８年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２２ 議案第４４号 平成２８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２３ 議案第４５号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２４ 同意第 １号 吉岡町教育委員会委員の任命について

（討論・表決）

日程第２５ 同意第 ２号 吉岡町教育委員会教育長の任命について

（討論・表決）

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第２７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第２８ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第２９ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第３０ 予算決算常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第３１ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第３２ 議会議員の派遣について
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 富 岡 大 志 君 ２番 大 林 裕 子 君

３番 金 谷 康 弘 君 ４番 五十嵐 善 一 君

５番 柴 﨑 德一郎 君 ６番 竹 内 憲 明 君

７番 髙 山 武 尚 君 ８番 村 越 哲 夫 君

９番 坂 田 一 広 君 １０番 飯 島 衛 君

１１番 岩 﨑 信 幸 君 １２番 平 形 薫 君

１３番 山 畑 祐 男 君 １４番 馬 場 周 二 君

１５番 小 池 春 雄 君 １６番 岸 祐 次 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 小 渕 莊 作 君

財 務 課 長 大 澤 弘 幸 君 町 民 生 活 課 長 中 島 繁 君

健 康 福 祉 課 長 福 田 文 男 君 産 業 建 設 課 長 髙 田 栄 二 君

会 計 課 長 守 田 肇 君 上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君

教育委員会事務局長 南 雲 尚 雄 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 北 原 智 子



- 177 -

開 議

午前９時３０分開議

議 長（岸 祐次君） 皆さん、おはようございます。

平成２８年第３回吉岡町議会定例会は、本日が最終日となりました。

ただいまの出席議員数は１６名で、定足数に達しております。よって、会議は成立して

います。

これより、本日の会議を開きます。

お手元に配付してあります議事日程（第４号）により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 議案訂正について（議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算

（第２号））

議 長（岸 祐次君） 日程第１、議案訂正について（議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会

計補正予算（第２号））を議題とします。

議案訂正理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） おはようございます。

日程第１、議案訂正についてお願い申し上げます。

議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）につきまして、訂正理

由を財務課長より説明をさせます。

議 長（岸 祐次君） 大澤財務課長。

〔財務課長 大澤弘幸君発言〕

財務課長（大澤弘幸君） 大変申しわけございません。補正予算書３７ページ、給与費明細書の１特

別職の表中、職員数の欄で人数の誤りがありました。申しわけございません。

一番左側の欄で補正後、補正前、比較の欄がありまして、補正後の職員数で上から３行

目、その他の特別職（教育長含む）の人数が５３４人とありますが、正しくは５３２人で

す。その下の計の欄は５５２人とありますが、正しくは５５０人です。下段ですが、比較

の欄は、その他特別職４人とありますが、正しくは２人、計の欄も４人とありますが、正

しくは２人でございます。

単純な人数の足し上げのミスでございます。大変申しわけありませんでした。

比較欄の２人増の内訳ですが、法改正により教育長１人増、農業委員選考委員５人増、

再任用職員の派遣により隣保館長１人減、産業医設置基準に該当しないため産業医３人減

で、合計６人の増に対し４人減ということで、プラスマイナスの結果２人増ということに
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なります。

大変申しわけありませんが、訂正をお願いいたします。

なお、総務委員会ではこの訂正のご承認をいただいた後に審議をしていただきました。

よろしくお願いいたします。

なお、ご了承いただければ差しかえのページを配付させていただきたいと思います。

大変申しわけありませんでした。よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。ただいま議題になっております議案訂正の件を許可することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案の訂正を許可することに決定いたしました。

暫時休憩します。

午前９時３４分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前９時３５分再開

議 長（岸 祐次君） 会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 委員会議案審査報告

議 長（岸 祐次君） 日程第２、委員会議案審査報告を議題とします。

委員長報告を求めます。

最初に、総務常任委員会山畑委員長、お願いします。

〔総務常任委員会委員長 山畑祐男君登壇〕

総務常任委員長（山畑祐男君） １３番山畑です。それでは、総務常任委員会の議案審査報告を行い

ます。

定例会開会日９月１日に本議会において議長より付託されました認定１件、議案１件、

同意２件につきまして、９月９日金曜日午前９時半から委員会室において委員全員、議長、

それから執行側からは町長、副町長、教育長、所管課長、局長、室長が出席し審査をいた

しましたので、認定１件、議案１件、同意２件について審査の概要と結果を報告いたしま

す。

まず最初に、認定第６号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定についてでは、審査の結果、採決では原案適正と認め、全会一致で可決であり

ました。
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議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）では、歳入歳出それぞ

れに７，４８６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８億

５，１７９万６，０００円とするものであります。歳入歳出事項別明細書の款項の順に従

い審査を行いました。委員会からの主な質疑としては、歳入では１４款土木費国庫補助金

では、橋梁長寿命化修繕事業ではその一覧表の提出要請について、町からは明示するとの

答弁でした。１５款２項の県補助金では、私立保育所等施設整備助成事業の減額の内容に

ついての問いには、仮設園舎の必要性がなくなったとの答弁でした。同じ２項の環境型農

業交付金では、その内容説明の問いには、環境に優しい農業を目指すためのものであると

の答弁でした。歳出では、２款総務費１項総務管理費では、職員健康診査委託料の内容の

質疑に対して、人間ドック１１名分の診査料である、同項１４目の温泉事業費の温泉施設

改修工事での内容はとの質疑に対して、主に太陽光施設の修理費用との答弁でございまし

た。３款１項社会福祉費では、隣保館館長についての減額の理由についての問いには、新

館長は再任用であるためとの答弁でした。また、２項児童福祉費では、延長保育費補助金

の保護者への影響については特に問題ないとの答弁、６款農林水産業１項農業費では、農

地利用意向調査業務委託料は委託先についての問いに県の土木改良連合会との答弁でした。

審査の結果、採決では原案適正と認め、全会一致で可決でありました。

次に、同意第１号 吉岡町教育委員会員の任命についてでは、群馬県北群馬郡吉岡町大

字南下２４８番地１の大沢知子さんにつきましては、採決の結果、全会一致で同意であり

ます。

続きまして、同意第２号 吉岡町教育委員会教育長の任命についてでは、群馬県北群馬

郡吉岡町大字南下５２番地の大沢 清さんにつきましては、採決の結果、全会一致で同意

であります。

以上、報告といたします。

議 長（岸 祐次君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

山畑委員長、自席へお戻りください。

続きまして、文教厚生常任委員会馬場委員長、お願いいたします。

〔文教厚生常任委員会委員長 馬場周二君登壇〕

文教厚生常任委員長（馬場周二君） それでは、文教厚生常任委員会の審査報告を行います。

審査は、９月１２日月曜日９時３０分より委員会室において委員全員と議長、執行側よ

り町長、副町長、教育長、関係課長、局長、室長の参加の中、議長より付託されました事
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例９件について審議しました。審議の結果を報告いたします。

議案第３５号 吉岡町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例については、

現行条例は申請者を受給者資格本人としていることから出生児等の申請は不可能なため、

祖父母や里親等を含めた保護者等も申請が行えるよう条例を改正するもので、審議の結果、

原案適正と認め、全会一致で可決です。

認定第２号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定については、

過年度未納者の内訳や給食費について質疑がありました。過年度分は５名で、３人は住所

不明で残り２人は生活困窮者とのことでした。また、給食費については、平成２７年度は

無料化町村を除けば県下一安い、ただし平成２８年度は市町村の状況も変わっており、安

いとは言えないとのことでした。審議の結果、原案適正と認め、全会一致で認定です。

認定第４号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、保険税の減少について質疑がありました。平成２６年度の保険税の引き下げや法の改

正により被用者保険への移行で加入者が減少したものとの説明がありました。審議の結果、

原案適正と認め、全会一致で認定です。

認定第７号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、

認定結果の要介護認定者平成２７年度の７３３人や、介護保険料第１号被保険者数４，３

４５人の確認がありました。審議の結果、原案適正と認め、全会一致で認定です。

認定第８号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、審議の結果、原案適正と認め、全会一致です。

議案第３９号 平成２８年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）は、平成

２７年度繰越金発生により補正するもので、審議の結果、原案適正と認め、全会一致で可

決です。

議案第４１号 平成２８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、

平成２７年度繰越金発生により補正するもので、審議の結果、原案適正と認め、全会一致

で可決です。

議案第４３号 平成２８年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、平成

２７年度繰越金発生により補正するもので、審議の結果、原案適正と認め、全会一致で可

決です。なお、１０月６日より認知症対策として吉岡町社会福祉協議会主催による認知症

カフェ開催の説明がありました。

議案第４４号 平成２８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、

平成２７年度繰越金発生により補正するもので、審議の結果、原案適正と認め、全会一致

で可決です。

以上、議長より付託された９件の事例について報告いたしました。
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以上で、委員長報告を終わります。

議 長（岸 祐次君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

馬場委員長、自席へお戻りください。

続きまして、産業建設常任委員会岩﨑委員長、お願いいたします。

〔産業建設常任委員会委員長 岩﨑信幸君登壇〕

産業建設常任委員長（岩﨑信幸君） １１番岩﨑です。産業建設常任委員会の議案審査報告を行いま

す。

産業建設常任委員会では、９月１日、本議会において議長より付託されました議案５件、

認定３件について、９月１３日午前９時３０分より委員会室において委員全員、議長、執

行側から町長、副町長、事務局長、所管課長、室長の出席のもと審査いたしましたので結

果を報告いたします。

議案第３６号 吉岡町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例は、

農業協同組合等の一部を改正する等の法律の施行に伴い吉岡町農業委員会の委員の「選挙

による」を削り、１３人を８名とするに改め、農地利用適正化推進委員の定数は８人とす

ると改めるものであります。審査の結果、採決では原案適正と認め、全会一致可決であり

ます。

議案第３７号 吉岡町農業委員候補者選考委員会設置条例は、吉岡町農業委員会の委員

の選任については議会の同意を得て町長が任命することになり、農業委員候補者選考委員

会を設置するための条例であります。審査の結果、採決では原案適正と認め、全会一致可

決であります。

認定第３号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、

供用開始の溝祭地区の管渠築造工事及び瀬来地区の舗装本復旧工事を実施、また供用地区

区内の未整備箇所の管渠築造工事を実施したということで、原案適正と認め、全会一致認

定であります。

認定第５号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

は、各施設とも良好な稼働をしており通常の維持管理を実施しました。資源循環施設は平

成２７年度も試験的な運転のみの稼働となっております。原案適正と認め、全会一致認定

であります。

認定第９号 平成２７年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定については、純

利益が９１７万５，８９１円となっております。原案適正と認め、全会一致認定でありま
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す。

議案第４０号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、区

域面積拡大の事業計画に伴い事務業務委託料２，９００万円などの増額補正であります。

審査の結果、採決では原案適正と認め、全会一致可決であります。

議案第４２号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、

人件費など１７万５，０００円の追加などであります。原案適正と認め、全会一致可決で

あります。

議案第４５号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）は、職員給与費な

どであり、原案適正と認め、全会一致可決であります。

以上、報告いたします。

議 長（岸 祐次君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

岩﨑委員長、自席へお戻りください。

予算決算常任委員会の委員長報告は、日程第６で行います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第３５号 吉岡町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

議 長（岸 祐次君） 日程第３、議案第３５号 吉岡町福祉医療費支給に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これから討論を行います。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから、議案第３５号 吉岡町福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長報告は可決です。

議案第３５号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、議案第３５号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第３６号 吉岡町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正
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する条例

議 長（岸 祐次君） 日程第４、議案第３６号 吉岡町農業委員会の選挙による委員の定数条例

の一部を改正する条例を議題といたします。

これから討論を行います。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第３６号 吉岡町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正す

る条例を採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第３６号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、議案第３６号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第３７号 吉岡町農業委員候補者選考委員会設置条例

議 長（岸 祐次君） 日程第５、議案第３７号 吉岡町農業委員候補者選考委員会設置条例を議

題といたします。

これから討論を行います。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第３７号 吉岡町農業委員候補者選考委員会設置条例を採決します。この

採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第３７号は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、議案第３７号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 委員会議案審査報告（予算決算常任委員長報告）

議 長（岸 祐次君） 日程第６、予算決算常任委員会の議案審査報告を議題とします。

委員長報告を求めます。予算決算常任委員会山飯島委員長、お願いします。
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〔予算決算常任委員長 飯島 衛君登壇〕

予算決算常任委員長（飯島 衛君） １０番飯島です。予算決算常任委員会委員長報告を行います。

去る９月１日、当委員会に付託されました認定第１号 平成２７年度吉岡町一般会計歳

入歳出決算認定について、９月６日から８日の３日間にわたり、９時３０分より委員会室

において、委員全員、執行側より町長、副町長、教育長、関係課長、室長、議長の出席の

もと、慎重に審査を行いました。

６日は、歳入について各目ごとに細かく慎重に審査を行いました。町民税、法人税、固

定資産税の収納状況、滞納繰越金、不納欠損、収入未済などに質疑がありました。

不納欠損の増額に対しては、大口滞納企業の倒産との報告がありました。また、収納状

況は県下で２３位との報告でした。

歳出につきましては、７日、８日の２日間、歳入同様に各目ごとに細かく審査いたしま

した。

総務管理費では、時間外手当、総合賠償保険の限度額、防犯灯・防犯カメラの設置状況、

システム委託料、民生費では老人福祉センター指定管理費、衛生費では健康診査委託料、

土木費では上野田ふれあい公園の除草費の件、教育費ではＡＬＴについて、教育振興費で

は明治小学校の設計委託料について、保健体育費では八幡山グラウンドの進捗状況など、

また図書館費では除籍の図書の件などについて質疑がありました。

最終日には総括質疑を行い、採決の結果、全会一致で認定いたしました。質疑終了後に

委員会として取りまとめを行い、以下のように要望事項を提出することに決定いたしまし

た。

一、不納欠損の対処。滞納金の確保を着実に実施し、町税収納率の向上に努められたい。

一、国、県の補助金確保に向けた不断の努力を望む。

一、災害対策のため道路改良などインフラ整備を着実、迅速に推進されたい。

一、防犯カメラの設置、ＧＰＳの活用で安心・安全な町づくりのさらなる取り組みを望

む。

以上を要望し、委員長報告といたします。

議 長（岸 祐次君） 委員長報告が終わりました。

これから質疑に移ります。

委員長報告に対し審査の経過と結果に対する質疑を許可します。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長、自席へお戻りください。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第７ 認定第１号 平成２７年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

議 長（岸 祐次君） 日程第７、認定第１号 平成２７年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。

これから討論を行います。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから認定第１号 平成２７年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

ここで、お諮りします。予算決算常任委員長から伝達依頼のあった来年度一般会計当初

予算策定に関する議会からの要望について、町長に伝達することにご異議ございませんか

お諮りいたします。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案のとおり町長に伝達することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 認定第２号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議 長（岸 祐次君） 日程第８、認定第２号 平成２７年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第２号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 認定第３号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（岸 祐次君） 日程第９、認定第３号 平成２７年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題といたします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第３号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 認定第４号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（岸 祐次君） 日程第１０、認定第４号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから認定第４号 平成２７年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 認定第５号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（岸 祐次君） 日程第１１、認定第５号 平成２７年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。
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これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第５号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 認定第６号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定について

議 長（岸 祐次君） 日程第１２、認定第６号 平成２７年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特

別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから認定第６号を採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 認定第７号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（岸 祐次君） 日程第１３、認定第７号 平成２７年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから認定第７号を採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。
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〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 認定第８号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（岸 祐次君） 日程第１４、認定第８号 平成２７年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

認定第８号を採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第８号は委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

したがって、認定第８号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 認定第９号 平成２７年度吉岡町水道事業会計利益の処分及び決算認定に

ついて

議 長（岸 祐次君） 日程第１５、認定第９号 平成２７年度吉岡町水道事業会計利益の処分及

び決算認定についてを議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。

認定第９号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、認定第９号は委員長の報告のとおり認定することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

議 長（岸 祐次君） 日程第１６、議案第３８号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第２
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号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第３８号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３８号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第３９号 平成２８年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岸 祐次君） 日程第１７、議案第３９号 平成２８年度吉岡町学校給食事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第３９号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３９号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第４０号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

議 長（岸 祐次君） 日程第１８、議案第４０号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４０号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４０号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第４１号 平成２８年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）

議 長（岸 祐次君） 日程第１９、議案第４１号 平成２８年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４１号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 議案第４２号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岸 祐次君） 日程第２０、議案第４２号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４２号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４２号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 議案第４３号 平成２８年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岸 祐次君） 日程第２１、議案第４３号 平成２８年度吉岡町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。
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これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４３号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４３号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 議案第４４号 平成２８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岸 祐次君） 日程第２２、議案第４４号 平成２８年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４４号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４４号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 議案第４５号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

議 長（岸 祐次君） 日程第２３、議案第４５号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

お諮りします。本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４５号は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４５号は委員長の報告のとおり可決されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２４ 同意第１号 吉岡町教育委員会委員の任命について

議 長（岸 祐次君） 日程第２４、同意第１号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

これから討論を行います。討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は同意です。

同意第１号を委員長の報告のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、同意第１号は委員長の報告のとおり同意することに決定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 同意第２号 吉岡町教育委員会教育長の任命について

議 長（岸 祐次君） 日程第２５、同意第２号 吉岡町教育委員会教育長の任命についてを議題

とします。

本案については、地方自治法第１１７条に規定する除斥該当とはなりませんが、大沢

清教育長ご自身に関することですので退席するよう求めます。

〔教育長 大沢 清君退席〕

議 長（岸 祐次君） これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は同意です。

同意第２号を委員長の報告のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、同意第２号は委員長の報告のとおり同意することに決定されました。

〔教育長 大沢 清君入場〕

議 長（岸 祐次君） 大沢教育長に申し上げます。ただいまの議題につきましては、同意と決定

しましたのでご報告いたします。

ここで、大沢教育長から発言の申し出がありますので、これを許可します。
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大沢教育長。

〔教育長 大沢 清君発言〕

教 育 長（大沢 清君） 議長さんにお許しをいただきましたので、一言お礼の挨拶をさせていただ

きます。

ただいま議員の皆様にご同意をいただきまして、まことにありがとうございました。

法改正による新教育長として１０月１日付で就任することになりました。微力ではござ

いますが、気持ちを新たに町の教育行政発展のために全力で務めさせていただきますので、

議員皆様の特段のご指導、ご協力をお願いいたしまして、まことに簡単ではございますけ

れども挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

議 長（岸 祐次君） ここで休憩をとります。再開を１０時４０分といたします。

午前１０時１７分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時４０分再開

議 長（岸 祐次君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出について

議 長（岸 祐次君） 日程第２６、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題

といたします。

議会運営委員長から、所管の事務のうち会議規則第７１条の規定によりお手元に配りま

した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認め、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 総務常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第２８ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第２９ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第３０ 予算決算常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

日程第３１ 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の申し出について

議 長（岸 祐次君） 日程第２７、２８、２９、３０、３１、各常任委員会の閉会中の継続調査
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について、吉岡町議会会議規則第３５条により一括議題にし、採決はそれぞれ分離して行

いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、一括議題と決しました。

各常任委員会の閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。

総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長、予算決算常任委員長、議

会広報常任委員長から、所管事務のうち吉岡町会議規則第７１条の規定によりお手元に配

りました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。

これからこの申し出５件を分離して採決します。

まず、総務常任委員長からの申し出についてお諮りします。

総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、総務常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しま

した。

次に、文教厚生常任委員長からの申し出についてお諮りします。

文教厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、文教厚生常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

しました。

次に、産業建設常任委員長からの申し出についてお諮りします。

産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

しました。

次に、予算決算常任委員長からの申し出についてお諮りします。

予算決算常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ござ
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いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、予算決算常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

しました。

次に、議会広報常任委員長からの申し出についてお諮りします。

議会広報常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、議会広報常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３２ 議会議員の派遣について

議 長（岸 祐次君） 日程第３２、議会議員派遣についてを議題とします。

お諮りします。お手元に配付してあるとおり、議員研修のため議会議員を派遣すること

にご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、配付のとおり議会議員を派遣することに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

議 長（岸 祐次君） これで本日の会議を閉じます。

以上をもちまして、平成２８年第３回定例会の日程を全て終了しました。

閉会の前に、町長の挨拶の申し入れを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 閉会に当たりまして、一言挨拶を申し上げます。

ぐずついた天気が続いておりますが、まだまだ残暑が盛り返す日もあろうかと思われま

す。しかし、朝晩はめっきり涼しく、季節は確実に変わっていることが感じられます。

台風１０号により甚大な被害に遭われた岩手県及び北海道の皆様には、お見舞いを申し

上げるところでもあります。特に岩手県の岩泉町では、多くの方々のとうとい命が奪われ

てしまいました。心からご冥福をお祈り申し上げます。
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また、北海道では、河川の決壊等により農作物の被害が大きく、農家の方への国による

迅速な対策が求められております。

我が町の友好都市であります大樹町につきましては、開会日にもおつなぎしたように、

８月３１日より断水となりました。その後の復旧作業により９月７日に全町断水解消とい

うことでした。

その間、町では、９月２日に大樹町よりウオーターバッグ、いわゆる水を入れる袋を送

ってほしいとの要望を受け、同日の午後に１０リットル用の袋を２，０００枚送り、４日

には着いたとのことで、とても喜ばれ有効に使われたということでございます。５日には

お礼の連絡がありましたことを報告させていただきます。

本会議開会の挨拶でも申し上げましたが、これから台風の接近や大雨による被害が心配

される季節でもあります。幸い町には大きな被害もなく安堵しているところですが、防災

対策には一層気を引き締めて臨んでいかなければならないと思っております。

さて、本議会におきまして上程いたしました報告、認定、議案、同意の全てを承認、認

定、可決、同意いただきまして、まことにありがとうございました。心より感謝とお礼を

申し上げます。

平成２７年度の決算認定を踏まえ、もう一度今年度の事業の進捗状況をしっかりと把握

し、さらには来年度の予算編成の準備に取りかからなければならないと思っております。

これからも吉岡町が成長し続けるように、効果的な行財政運営に取り組んでいきたいと

思っております。

秋は、いろいろな行事が開催され、何かと多忙な季節でもあります。

今後とも議員各位の格段なるご協力とご理解をお願い申し上げます。

どうか皆様方も健康には十分ご留意の上、ますますご活躍くださいますようお願い申し

上げまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。

大変お世話になりました。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（岸 祐次君） 以上をもちまして、平成２８年第３回吉岡町議会定例会を閉会します。

大変お疲れさまでした。

午前１０時４９分閉会
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